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県民せいきょう小規模多機能ホーム 
結城きらめきハウス 重要事項説明書 

 
 
 
 
 

当事業所は利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。事業

所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説

明します。 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（敦賀市 指定 第１８９０２００３０４号） 
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１．事業者 

事業者名称 福井県民生活協同組合 

代表者氏名 理事長 檜原 弘樹 

本部所在地 
（連絡先） 

〒910-8557 福井市開発町５丁目１６０３番地 
福井県民生活協同組合    電話    0776-52-3300 
              ファックス 0776-52-2030 

法人設立年月日 昭和 52 年 9 月 16 日 
ホームページ http://www.fukui.coop/ 

 

 

２．事業所の概要  

 （1）事業所の所在地等 

事業所の種類 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

事業所の名称 県民せいきょう小規模多機能ホーム結城きらめきハウス 

介護保険 
指定事業者番号 

小規模多機能型居宅介護事業所 
敦賀市第 1890200304 号 （令和７年 4 月 1 日指定） 

事業所所在地 
〒914-0064 
敦賀市結城町１３番２４号           

連絡先 電話 0770-21-0017  ファックス 0770-21-0035   

管理者氏名 清水 亜矢 

 

（2）事業所の目的および運営方針 

事業所の目的 

住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い利用者

が自宅で可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的

として、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組

み合わせてサービスを提供します。 

事業所の運営方針 

利用者１人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を

継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービ

スを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援し

ます。 

 

（3）事業所の定員及び設備の概要 

定員 

登録定員 ２９名（要支援・要介護） 
通いの利用定員 １８名／日 
宿泊の利用定員 ８名／日 

居間及び食堂 １室 

宿泊室 ８室 

浴室 １室（機械浴設置） 

送迎車 ３台以上 
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３．事業実施地域及び営業時間 

（1）通常の事業の実施地域    敦賀市市内 

（2）営業日及び営業時間 

営業日 年中無休 
通いサービス 日～土曜日 基本時間は９時～１７時とします。（6 時～21 時も可能） 

訪問サービス 希望・必要に応じて適宜対応致します。 
宿泊サービス 日～土曜日 21 時～翌６時 ※希望に応じて適宜対応いたします。  

※ 受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。 

 

４．従業者の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する従業者

として、以下の職種の従業者を配置しています。 

＜主な従業者の配置状況＞※従業者の配置については、指定基準を遵守しています。 
従業者の職種 常勤 非常勤 計 職務の内容 

１．管理者 1 人 0 人 1 人 事業内容調整 

２．介護支援専門員 1 人 0 人 1 人 サービスの調整・相談業務 

３．介護職員 7 人以上 日常生活の介護・相談業務 

４．看護職員  0 人 1 人以上 1 人以上 健康チェック等の医療業務 

 

５．事業所が提供するサービスと利用料金 

  事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  事業所が提供するサービスについて、以下の２つの場合があります。 

  

 

 

 

 

（1）介護保険の給付の対象となるサービス 

 介護サービスを受ける時に支払う金額は、介護サービスに要した費用に別途介護保険

負担割合証に記された割合を乗じた金額です。ただし、介護保険の滞納等がある場合（給

付額減額措置）にはこの限りではありません。ア～ウのサービスを具体的にそれぞれど

のような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議の上、小規模多機能型居宅介

護計画に定めます((５)参照)。 

 

＜サービスの概要＞ 

ア 通いサービス 

・事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練

（1）利用料金が介護保険から給付される場合(介護保険の給付の対象となるサービス） 

（2）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 

  （介護保険給付の対象とならないサービス） 
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を提供します。 

①食事 

・食事の提供及び食事の介助をします。 

・調理場で利用者が調理することができます。 

・食事サービスの利用は任意です。 

②入浴 

・入浴または清拭を行います。 

・衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。 

・入浴サービスの利用は任意です。 

③排せつ 

・利用者の状況に応じて適切な排せつの介助を行うとともに、排せつの自立についても適切

な援助を行います。 

④機能訓練 

・利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 

⑤健康チェック 

・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

⑥送迎サービス 

・利用者の希望により、自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

 

イ 訪問サービス 

・利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供

します。 

・訪問サービス実施のための必要な備品等（水道・ガス、電気を含む）は無償で使用させ

ていただきます。 

・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 

ⅰ 医療行為 

ⅱ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

    ⅲ 利用者もしくはその家族からの金銭または高価な物品の授受や飲食等のもて

なし 

    ⅳ 利用者の日常生活を超えた訪問サービスの提供（大掃除、庭掃除） 

  ⅴ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

ⅵ 身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命

や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

ⅶ 利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

ⅷ その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 
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ウ 宿泊サービス 

事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能 

  訓練を提供します。 

＜サービス利用料金＞ 

  利用者からいただく利用者負担金は（別表）「料金表」のとおりです。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

  ア 食事の提供（食事代） 

 利用者に提供する食事に要する費用です。 

    （朝食）４２０円 （昼食）６６０円 （夕食）６００円  

  イ 宿泊に要する費用 

    利用者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。 

１泊につき： １，５００円 

  ウ おむつ代など 

（オムツ １枚）１５０円  （尿取りパット １枚）５０円 

エ 洗濯代 

  １回につき：１００円 

オ レクリエーション、クラブ活動（教養娯楽費） 

    希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

材料代など実費をいただきます。 

カ 複写物の交付 

    利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

とする場合には実費を負担いただきます。 

１枚につき  ２０円 

キ その他 

    前各号に掲げるもののほか、小規模多機能型居宅介護において提供される便宜の

うち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、利用者に負

担頂くことが適当と認められる費用は別途、請求します。 

・経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する

ことがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う

1 ヶ月前までに説明します。 

（洗濯代 １回） １００円 
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（３）利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払い方

法について 

① 利用料、利用者負

担額（介護保険を

適用する場合）、そ

の他の費用の請求

方法等 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費

用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額によ

り請求いたします。 
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 15 日まで

に利用者あてにお届け（郵送）します。  

② 利用料、利用者負

担額（介護保険を

適用する場合）、そ

の他の費用の支払

い方法等 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費

用の額は、請求月の 27 日までに、下記のいずれかの方法により

お支払い下さい。 
(ア)利用者指定口座からの自動振替 
(イ)現金支払い 

イ お支払いを確認後、自動振替の場合は翌月の請求書に入金通知

書、現金支払いの場合は直接領収書をお渡ししますので、必ず保

管されますようお願いします。 

  ※利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いにつ

いて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに１

ヶ月の期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合には、サービス提供

の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。 

 

（４）利用の中止、変更、追加 

① 小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められた

内容を基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサービス、

訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。 

② 利用予定日の前に、利用者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービスの利用

を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場

合には原則としてサービスの実施日の 24 時間前までに事業所に申し出てください。 

③  ５.（１）の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は１ヶ月ごとの 

包括費用(定額)のため、サービスの利用回数等を変更された場合も１ヶ月の利用料は

変更されません。ただし、５．（２）の介護保険の対象外のサービスについては、利

用予定日の 24 時間前までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされ

た場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、利用

者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の 24 時間前までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の 24 時間前までに申し出がなかった場合 
予定されていた食事及び 
宿泊に要する費用の全額 

④ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希

望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示し

て協議します。 
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（５）小規模多機能型居宅介護計画について  

 小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れ

た地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加

を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通い

サービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域で

の暮らしを支援するものです。 

   事業所は、利用者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、利用者と協

議の上で小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。計画

の内容及び評価結果等は書面に記載して利用者に説明の上交付します。 

 

６．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情解決責任者 

           施設長：内村 真大 

    ○苦情解決窓口者 

           管理者：清水 亜矢   

    ○電話番号  0770‐21‐0017 

    ○受付時間  毎週 日曜日～土曜日 

９：００～１７：００ 

 また、苦情受付ボックスを玄関前に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

敦賀市福祉保健部 
長寿健康課 

所在地 敦賀市中央町 2丁目 1番 1 

電話番号 0770-22-8180 FAX 0770-22-8179 

受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：１５ 

敦賀市地域包括支援センター

｢あいあい｣ 

所在地 敦賀市東洋町 4-1 

電話番号 0770-22-7272 FAX 0770-22-3785 

受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：３０ 

国民健康保険団体連合会 
所在地 福井市西開発 4-202-1 

電話番号 0776-57-1614 FAX 0776-57-1615 

受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：１５ 

福井県社会福祉協議会 

所在地 福井市光陽 2-3-22 

電話番号 0776-24-2339 FAX 0776-24-8941 

受付時間 月曜～金曜 ８：３０～１７：１５ 
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７．事故発生時の対応について 

事業所は、事故が発生した場合には、速やかに市及び利用者の家族等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じます。事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、

その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。利用者に対する小規模多機能型居

宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

８．緊急時における対応方法 

事業者は、サービス実施中に利用者の心身の状況に異常その他緊急事態が生じたときに

は、速やかに主治医等に連絡などの措置を講じます。 

主治医との連絡並びに指示が得られなかった場合には、事業所が定めた協力医療機関へ連

絡するとともに受診等の適切な処置を講じます。 

 

９．運営推進会議の設置 

 当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について定

期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記のと

おり運営推進会議を設置しています。 

 

＜運営推進会議＞ 
  構 成：利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援セ

ンター職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等 
  開 催：隔月で開催。 

会議録 ：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 
  場 所：県民せいきょう小規模多機能ホーム結城きらめきハウス 

 

10．非常災害対策 

① 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する

取り組みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）職・氏名：（ 施設長・内村真大 ） 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体

制を整備し、それらを定期的に従業者に周知します。 

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回 ５月・１０月） 

 

損害賠償責任保険 

保険会社 東京海上日動火災保険株式会社 

保険名 介護サービス事業者賠償責任保険 

補償の概要 対人・対物賠償等 
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11．サービス利用にあたっての留意事項 

① サービス利用の際には、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証を提示してくだ

さい。 

② 事業所内の設備や器具は本来の用法に従って利用ください。これに反した利用によ

り破損等は生じた場合、弁償していただく場合があります。 

③ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

④ 所持金品について、現金等貴重品は持参されないようお願いします。やむを得ず持

参が必要な場合は、事業所の金庫で預からせて頂きます。その他の所持品は自己管

理となります。 

⑤ 事業所内での他の利用者の対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

   

12. 虐待の防止について 

 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を

講じます。 

①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができる。）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ります。 

②事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

③事業所において従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催します。 

④前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 虐待防止に関する担当者：管理者が担当します。 

⑤事業者は、サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護

する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市

町に通報します。 

 

13. 身体拘束について 

（1）事業者は、身体拘束等の適正化のために、次の措置を講じます。 

①事業所における身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3 月に 1 回以

上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

②事業所における身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

③事業所において従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に開催し

ます。 

（2）事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の

恐れがある場合など、利用者本人、または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが

考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることを留意して、
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必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由

及び態等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

①緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身   

体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

②非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及

ぶことを防止することができない場合に限ります。 

③一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

14．衛生管理等 

  (1)利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

(2)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じます。 

  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底しています。 

  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

  

15.  業務継続計画の策定等について 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する小規模多機能型居宅介護の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じ

ます。 

② 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

16.  ハラスメント対策の強化 

  適切な小規模多機能型居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要
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な措置を講じます。 

 

17.  サービス提供の記録 

（1）小規模多機能型居宅介護を提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録

を行うこととし、その記録は終結の日から５年間保存します。 

（2）利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を 

請求することができます。複写物を必要とする場合には実費を負担いただきます。 

 

18．第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の 
実施状況  

1 あり 
 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 1 あり  2 なし 

2 なし 

 

 

 

 

令和７年 ４月 １日     施行 

令和７年 ６月１９日     一部改定 
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（別 表）          県民せいきょう小規模多機能ホーム 料金表 

利用者がサービスを利用した場合の基本料金は以下のとおりであり、介護サービスをうけ

る時に支払う金額は、介護サービスに要した費用に、別途介護保険負担割合証に記された割

合を乗じた金額です。ただし、介護保険料の滞納等がある場合（給付額減額措置）にはこの

限りではありません。 

 

ア 通い・訪問・宿泊（介護費用分）すべてを含んだ一月単位の包括費用の額 

利用料金は 1 ヶ月ごとの包括費用（定額）です。 

要介護度 
要支援 

1 
要支援 

2 
要介護 

１ 
要介護 
２ 

要介護 
３ 

要介護 
４ 

要介護 
５ 

１．サービ

ス 
利用料金 

34,500 円 69,720 円 104,580 円 153,700 円 223,590 円 246,770 円 272,090 円 

 

① 月ごとの包括料金ですので、利用者の体調不良や状態の変化等により小規模多機能型居宅

介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多機能型居宅介護計画

に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割引または増額はいたしません。 

② 月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じ

て日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了

日」とは、以下の日を指します。 

登録日・・・利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれ

かのサービスを実際に利用開始した日 

登録終了日・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日 

(ア) 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うた

めに必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

(イ) 利用者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます（上記 5（2）） 

(ウ) 介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額

を変更します。 
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基本料金に追加する介護保険加算および減算額 

加算の種類 加算の用件 
加算額 

基本利用料 

初期加算 

登録した日から起算して 30 日以内の期

間 

30 日を越える入院をされた後に再び利

用を開始した場合 

３００円 

（１日あたり） 

認知症加算 

（１）認知症加算(Ⅱ)に加え、認知症介

護指導者研修修了者を配置し認知症ケ

アの指導を実施している場合 

（Ⅰ）９，２００円 

（１月あたり） 

（Ⅱ）認知症介護実践リーダー研修修了

者の配置や認知症ケアの指導、研修等の

実施をしている場合 

（Ⅱ）８，９００円 

（１月あたり） 

（Ⅲ）認知症日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ、Ｍ

に該当される利用者 

（Ⅲ）７，６００円 

（１月あたり） 

（Ⅳ）要介護２に該当し、認知症日常生

活自立度Ⅱに該当される利用者 

 

（Ⅳ）４，６００円 

（１月あたり） 

若年性認知症 
利用者受入加算 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに

個別の担当者を定めている場合 

８，０００円 

（１月あたり） 

看護職員配置加算 

（Ⅰ）当該事業所に於いて、専ら小規模

多機能型居宅介護事業所の職務に従事

する常勤の看護師を１名以上配置して

いる場合 

（Ⅰ）９，０００円 

（１月あたり） 

（Ⅱ）当該事業所に於いて、専ら小規模

多機能型居宅介護事業所の職務に従事

する常勤の准看護師を１名以上配置し

ている場合 

（Ⅱ）７，０００円 

（１月あたり） 

（Ⅲ）当該事業所に於いて、小規模多機

能型居宅介護事業所の職務に従事する

看護職員を１名配置している場合 

（Ⅲ）４，８００円 

 （１月あたり） 
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看取り連携体制 

加算 

厚生労働大臣が定める基準の適合する

利用者について看取り期におけるサー

ビス提供を行った場合は、看取り連携体

制加算として、死亡日及び死亡日以前30

日以下について１日につき 64 単位を死

亡月に加算。ただし、この場合において、

看護職員配置加算（Ⅰ）を算定していな

い場合は、算定できません 

６４０円 

（１日あたり） 

訪問体制加算※ 

当事業所が提供する訪問サービスの提

供に当たる常勤の従業者を２名以上配

置しており、算定月の当事業所におけ

る延べ訪問サービス回数が１月あたり

２００回以上の場合 

１０，０００円 

    （１月あたり） 

総合マネジメント 

体制強化加算※ 

（Ⅰ）総合マネジメント体制強化加算

（Ⅱ）の加算要件に加え、地域包括ケア

の推進と地域共生社会の実現に資する

取組みを行っている場合 

（Ⅰ）１２，０００円 

  （１月あたり） 

（Ⅱ）利用者の心身の状況又は家族等を

取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護

支援専門員、看護師、准看護師、介護職

員その他の関係者が共同し、小規模多機

能型居宅介護計画の見直しを行い、利用

者の地域における多様な活動が確保さ

れるよう、日常的に地域住民との交流を

図り、利用者の状態に応じて、地域の行

事や活動等に積極的に参加している場

合 

（Ⅱ）８，０００円 

  （１月あたり） 

生活機能向上連携 
加算（Ⅰ） 

訪問リハビリテーション若しくは通所

リハビリテーションを実施している事

業所又はリハビリテーションを実施し

ている医療提供施設の理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士・医師からの助言（ア

セスメント・カンファレンス）を受ける

ことができる体制を構築し、助言を受け

た上で、介護支援専門員が生活機能の向

上を目的とした小規模多機能型居宅介

護計画を作成（変更）している場合。当

該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・

医師は通所リハビリテーションなどの

サービス提供の場において、又はＩＣＴ

を活用した動画等により、利用者の状態

を把握した上で、助言を定期的におこな

った場合。 

１，０００円 

   （１月あたり） 
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生活機能向上連携 
加算（Ⅱ） 

訪問リハビリテーション若しくは通所

リハビリテーションを実施している事

業所又はリハビリテーションを実施し

ている医療提供施設の理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を

訪問し身体状況等の評価（生活機能アセ

スメント）を共同して行った場合。 

介護支援専門員が生活機能の向上を目

的とした小規模多機能型居宅介護計画

を作成した場合。 

２，０００円 

   （１月あたり） 

口腔・栄養 
スクリーニング 
加算（Ⅰ） 

サービス利用者に対し、利用開始時及び

利用中６ヶ月ごとに、口腔の健康状態及

び栄養状態について確認を行い、当該情

報を介護支援専門員に文書で共有した

場合に算定する。 

２００円 

   （１回あたり） 

６ヶ月に 1回算定 

サービス提供体制強

化加算 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

介護福祉士の割合が70％以上、もしくは

勤続 10 年以上の介護福祉士の割合が

25％以上の場合 

（Ⅰ）７，５００円 

    （１月あたり） 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

介護福祉士の割合が 50％以上の場合 

（Ⅱ）６，４００円  

（１月あたり） 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

介護福祉士の割合が40％以上、もしくは

常勤職員の割合が60％以上、もしくは勤

続 7年以上の者が 30％以上の場合 

（Ⅲ）３，５００円 

   （１月あたり） 

科学的介護推進 

体制加算 

ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の

状況その他心身の状況等に係る基本的

な情報を、厚生労働省に提出している場

合。 

必要に応じてサービス計画を見直すな

ど、サービスの提供に当たって、上記の

情報その他のサービスを適切かつ有効

に提供するために必要な情報を活用し

ている場合 

４００円 

（1月あたり） 
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生産性向上推進体制

加算 

（Ⅰ）見守り機器等のテクノロジーを複

数導入し、生産性向上ガイドラインに基

づいた業務改善を行い、成果が確認され

た場合 

（Ⅰ）１００円 

  （1 月あたり） 

（Ⅱ）見守り機器等のテクノロジーを 1

つ以上導入し、生産性向上ガイドライン

に基づいた業務改善を継続的に行うと

ともに、効果に関するデータ提出を行っ

た場合 

（Ⅱ）１０円 

（1月あたり） 

介護職員等処遇改善

加算（Ⅰ）※ 

（Ⅰ）介護職員の定着や従業者の質の向

上を目的としての加算。国の定める算定

要件を全て満たしている場合 

（Ⅰ）所定単位数にサー

ビス別加算率（14.9％）

を乗じた単位数で算定 

介護職員等処遇等改

善加算（Ⅱ）※ 

（Ⅱ）介護職員の定着や従業者の質の向

上を目的としての加算。国の定める算定

要件を全て満たしている場合 

（Ⅱ）所定単位数にサー

ビス別加算率（14.6％）

を乗じた単位数で算定 

 

 

（注） ※印の加算が区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

減算の種類 減算の要件 減算単位 

過少サービスに対する 

対する減算 

登録利用者1人当たりの平均

利用回数が1週間に4回未満

の事業所 

所定単位数の 70％を算定 

業務継続計画未実施減算 

感染症若しくは災害のいず

れか又は両方の業務継続計

画が未策定の場合 

所定単位数の 1.0%を減算 

高齢者虐待防止措置未実施

減算 

虐待の発生又はその再発を

防止するための措置が講じ

られていない場合 

所定単位数の 1.0%を減算 

身体拘束廃止未実施減算 

やむを得ない身体拘束等を

行なった際、一定要件を満た

さない場合 

所定単位数の 1.0%を減算 
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サービス利用契約書 

 
 

◇◆ 目次 ◆◇ 
 

第一章 総則  

第 1 条（契約の目的）                                                 

第 2 条（契約期間）                                                

第 3 条（居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の決定・変更）  

第 4 条（介護保険給付対象サービス）  

第二章 サービスの利用と料金の支払い 

第 5 条（サービス利用料金の支払い） 

第 6 条（利用の中止、変更、追加） 

第 7 条（利用料金の変更） 

第三章 事業所の義務 

第 8 条（事業所及びサービス従事者の義務） 

第 9 条（守秘義務等） 

第四章 損害賠償(事業所の義務違反) 

第 10 条（損害賠償責任） 

第 11 条（損害賠償がなされない場合） 

第 12 条（事業所の責任によらない事由によるサービスの実施不能） 

第五章 契約の終了 

第 13 条（契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第 14 条（利用者からの中途解約） 

第 15 条（利用者からの契約解除） 

第 16 条（事業所からの契約解除） 

第 17 条（清算） 

第六章 その他 

第 18 条（苦情処理） 

第 19 条（協議事項） 
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              （以下「契約者」という）と 県民せいきょう小規模多機能ホー

ム 結城きらめきハウス（以下「事業所」という）は、契約者が事業所から提供される小規模

多機能型居宅介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとお

り契約（以下「本契約」という）を締結します。 

 

第一章 総則 
第１条（契約の目的） 

１ 事業所は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者が住み慣れた地域での生活を継続し、その

有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを

目的として、第４条に定める小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。 

２ 事業所が契約者に対して実施するサービス内容、事業所の概要、利用料金などの重要事項

は、別紙「重要事項説明書」及び「運営規程」に定めるとおりとします。 

 

第 2 条（契約期間） 

１ 本契約書の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護（要支援）認定の有効期間満了

日までとします。 

２ ただし、契約期間満了の７日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、本

契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

第 3 条（居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の決定・変更） 

１ 事業所の管理者（以下、「管理者」という）は、事業所の介護支援専門員（以下、「介護支

援専門員」という）に契約者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に

関する業務を担当させることとします。 

２ 介護支援専門員は、契約者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、援

助の目標、当該援助の目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した小規模多機

能型居宅介護計画を作成します。 

３ 事業所は、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画について、契約者及びその

家族等に対して説明し、署名による同意を得た上で決定するものとします。 

４ 事業所は、契約者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、援助目標や具体

的なサービス内容を変更する必要がある場合、または契約者もしくはその家族等の要請に応

じて、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画について変更の必要があるかどう

かを調査し、その結果、必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議し

て居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画を変更するものとします。 

５ 前項の変更に際して、医療系サービスなど居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、

速やかに関係事業所に連絡するなど必要な援助を行います。 

６ 事業所は、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画を変更した場合には、契約
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者に対して書面を交付し、署名による同意を得た上で決定するものとします。 

 

第４条（介護保険給付対象サービス） 

１ 事業所は、介護保険給付対象サービスとして、事業所のサービス拠点において契約者に対

して日常生活上の世話及び機能訓練を提供するサービス（以下「通いサービス」という）、

契約者の居宅に訪問して介護等を行うサービス（以下、「訪問サービス」という）及び事業

所のサービス拠点に宿泊するサービス（以下、「宿泊サービス」という）を柔軟に組み合わ

せ、小規模多機能型居宅介護計画に沿って提供します。 
 
第二章 サービスの利用と料金の支払い 
第 5 条（サービス利用料金の支払い） 

１ 事業所は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介

護サービス費として市町から給付を受ける額（以下、「介護保険給付額」という）の限度に

おいて、契約者に代わって市町村から支払いを受けます（法定代理受領）。 

２ 契約者は、第 4 条に定めるサービスについて、重要事項説明書（別表）「料金表」に定め

る所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付費額を差し引いた差額分

を事業者に支払うものとします。 

 介護サービスを受ける時に支払う金額は、介護サービスに要した費用に、別途介護保険負担

割合証に記された割合を乗じた金額です。ただし、介護保険料の滞納等がある場合（給付額

減額措置）にはこの限りではありません（現行：サービス利用料金の３割）。 

  契約者がいまだ要介護（要支援）認定を受けていない場合には、サービス利用料金をいっ

たん支払うものとします。（認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます

（償還払い））。また、認定後当該サービス利用料金をまとめて支払う事もできます。 

３ 本サービスの利用料は月額制とします。月途中から登録した場合または月途中から登録を

終了した場合、契約者は登録した期間に応じて日割りした利用料金を事業所に支払います。 

４ 月途中で要介護度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単位に基づい

て利用料を計算します。 

５ 前項のほか、契約者は、以下の料金を事業所に支払うものとします。 

 一 通常の事業の実施地域以外の利用者に対する送迎費及び交通費 

 ニ 食事の提供に要する費用 

 三 おむつ代 

 四 宿泊にかかる費用 

 五 小規模多機能型居宅介護サービスのなかで提供される便宜のうち、日常生活においても

通常必要となるものに係わる費用であって、契約者に負担させることが適当と認められる

費用。 

６ 前５項に定めるサービス利用料金は 1 ヶ月ごとに計算し、契約者はこれを翌月２７日ま

でに支払うものとします。 
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第 6 条（利用の中止、変更、追加） 

１ 契約者は、利用期日前においてサービスの利用を中止、変更もしくは新たなサービス 

の利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日の前日まで

に事業所に申し出るものとします。 

２ 事業所は、前項に基づく契約者からのサービス利用の変更の申し出に対して、従業者 

の稼動状況により、契約者の希望する日時にサービス提供ができない場合、他の利用可能日

時を契約者に提示して協議するものとします。 
 
第 7 条（利用料金の変更） 

１ 第５条第１項及び第２項に定めるサービス利用料金について、法改正による介護給付 

 費体系の変更があった場合、事業所は当該サービスの利用料金を変更することができる 

 ものとします。 

２ 第５条第５項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他 

やむを得ない事由がある場合、事業所は、契約者に対して変更を行う１ヶ月までに説明をし

た上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 

３ 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することが 

できます。 
 
第三章 事業所の義務 
第 8 条（事業所及びサービス従業者の義務） 

１ 事業所及び従業者は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・ 

確保に配慮するものとします。 

２ 事業所は、契約者の健康管理を適切に行うため、主治医との密接な連携に努めるもの 

とします。 

３ 事業所は、現に小規模多機能型居宅介護サービスの提供を行っているとき、利用者に 

 容態の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに契約者の主治医、若しくは事業 

 者の協力医に連絡をとるなど必要な対応を講じます。 

４ 事業所は、自ら提供する小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、運営推進会

議において、外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図る

ものとします。 

５ 事業所は、事業の運営にあたって、地域住民またはその自発的な活動等との連携及び 

協力を行う等の地域との交流を図るものとします。 

６ 事業所は、契約者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に関する記録を作成し、それを

５年間保管し、利用者または代理人の請求に基づいてこれを閲覧させ、またはその複写物

を交付するものとします。 
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第 9 条（守秘義務） 

１ 事業所及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関す 

る事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した 

後も継続します。 

２ 事業所は、利用者に医療上、緊急の必要がある場合には医療機関等に利用者に関する 

 心身等の情報を提供できるものとします。 

３ 前２項に関わらず、利用者に係る他の介護サービス事業所等との連携を図るなど正当 

 な理由がある場合には、その情報が用いられるものの事前の同意を文章により得た上で、 

 利用者またはその家族等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

第四章 損害賠償（事業所の義務違反） 
第 10 条（損害賠償責任） 

１ 事業所は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により 

 契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 9 条に定める守秘義務に違反 

 した場合も同様とします。 

  但し、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟

酌し､相当と認められるときに､損害賠償責任を減じることができるものとします。 

２ 事業所は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 

 

第 11 条（損害賠償がなされない場合） 

  事業所は、自己の責に帰すべき事由がない限り、賠償責任を負いません。とりわけ以 

 下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を免れます。 

一 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告

げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

ニ 利用者が、サービスの実施のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれ

を告げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

三 利用者の急激な体調の変化等、事業所が実施したサービスを起因としない事由に専ら起

因して損害が発生した場合 

四 利用者が、事業所及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発

生した場合 

 

第 12 条（事業所の責任によらない事由によるサービスの実施不能） 

  事業所は、本契約の有効期間中、地震などの天災その他自己の責に帰すべからざる事 

 由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサ－ 

 ビスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとしま 

 す。 
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第五章 契約の終了 
第 13 条（契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

１ 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い、 

 事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。 

一 利用者が死亡した場合 

二 要介護（要支援）認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を

閉鎖した場合 

四 事業所が介護保険の指定を取り消された場合､または解除された場合 

五 第 14 条から第 16 条に基づき本契約が解約または解除された場合 

２ 事業所は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の状況、

置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。 
 
第 14 条（契約者からの中途解約） 

１ 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、 

 契約者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業所に通知するものとします。 

２ 契約者は、以下の事由に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。 

  一 第 7 条第 3 項により本契約を解約する場合 

  二 契約者が入院した場合 
 
第 15 条（契約者からの契約解除） 

  契約者は、事業所または従業者が以下の事由に該当する行為を行った場合には、本契 

約を解除することができます。 

 一 事業所もしくは従業者が､正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合 

 二 事業所もしくは従業者が､第 9 条に定める守秘義務に違反した場合 

  三 事業所もしくは従業者が､故意または過失により契約者またはその家族等の身体・財

産・信用等を傷つけ、または著しい背信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情

が認められる場合 
 
第 16 条（事業所からの契約解除） 

  事業所は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 

 一 利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを

告げず、または不実の告知などを行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じ

させた場合 

 二 利用者による第 5 条第 1 項から第 5 項に定めるサービス利用料金の支払いが２ヵ月以上

遅延し、１ヶ月の期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

 三 利用者が、故意または重大な過失により事業所または従業者の生命・財産・信用等を傷

つけ、または著しい背信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情
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を生じさせた場合 
 
第 17 条（清算） 

  第 13 条第１項第２号から第５号により本契約が終了した場合において、契約者が、 

 既に実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事業所に対する義務を負担し 

 ている場合は、契約終了日の翌月１０日までに清算するものとします。 

 

第六章 その他 
第 18 条（苦情処理） 

  事業所は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け 

 付ける窓口を設置して適正に対応するものとします。 
 
第 19 条（協議事項） 

  本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業所は介護保険法 

 その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。 
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福祉事業の利用に伴う個人情報使用同意書 
 

私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより、

必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 
 

記 

 

１．個人情報の内容 
氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況、および要配慮個人情報、個人識別符号な

ど、利用者やその家族に関する情報とします。 
※「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪に

より害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じない

ようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人

情報をいいます。 
※福祉事業が使用する「個人識別符号」に該当するものは、個人番号（マイナンバー）、

身体的特徴をデータ処理した符号（歩行の態様等）、健康保険証、国民健康保険証、後

期高齢者医療制度および介護保険の被保険者証、介護保険法の被保険者証、高齢者医療

法の被保険者証などをいいます。 

 

２． 使用する目的 
①利用者のための居宅サービス計画に沿って、円滑にサービスを提供するために実施さ

れるサービス担当者会議等で、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・社会福

祉協議会・介護サービス事業所・関係病院等との連携調整等において必要な場合に使

用します。 
 

②利用代金の計算・請求関連業務（福井県民生活協同組合 本部センターや行政・金融機

関への請求データ提供を含む）やご利用者台帳管理に使用します。 

 
③利用者に対して各種ご案内とご連絡（請求書・請求明細・当事業所からのお知らせ・

アンケートなど）を行うために使用します。 

 
④介護保険施設などにおいて行なわれる研修生・実習生・学生に教育する際に使用しま

す。 

 
⑤利用者がサービス利用時、事故や病気などで医療的な判断が必要となった場合や生命

の危機が差し迫っていると判断した場合等で、受診対応を事業所側で行なう際に使用

します。 

 
３．使用する期間 

令和  年  月  日から契約書に記載されている契約期間とします。 
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４．使用する事業者の範囲、条件 

①居宅サービス計画に定められた事業者、福井県民生活協同組合    

②利用者の主治医他関係医療機関 
③個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることの

ないよう細心の注意を払います。 

④個人情報を使用した会議、相手方、内容などの経過を記録いたします。 

 

５．付記 
①個人情報の開示について 

当事業所でお預かりした個人情報は、ご本人に対し開示することができます。開示の

結果、間違いがあった場合には訂正することができます。削除も要求できますが、契

約期間中は削除することができない情報もあります。開示ご希望の方は、福井県民生

活協同組合 福祉事業部（0776-52-8466）へお問合せ下さい。ご依頼から２週間以内

に提示させていただきます。 

②契約終了後の扱いについて 

福井県の独自基準により、ご利用者のサービス提供に関する記録をその完結日から５

年間保存、その他の記録については、その完結日から２年間保存すると定められてい

ます。 

保管情報の安全管理を徹底し、基準どおり保有させて頂きます。 
③情報の提供について 

情報をご提供いただけない場合、当事業所のサービスをご利用いただけない事がござ

います。 

④個人情報の取扱いに関する契約について 
４の個人情報を使用する事業者に対しては個人情報の取扱いに関する特段の契約を

取り交しておりませんが、これらの機関には介護保険法や医療関係法規で秘密保持

が義務づけられております。 
 

６．個人情報に関するお問合せ先 
（代表）福井県民生活協同組合 福祉事業部 

TEL（0776）52-8466 FAX（0776）52-2030 
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SNS・広報誌の掲載における個人情報使用同意書 

（肖像権使用同意書） 
 

私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載するところにより、広報誌・ブロ

グ、及び県民せいきょう結城きらめきのＳＮＳ（インスタグラム、フェイスブック等の公式ア

カウントページ）で以下の個人情報を使用することに同意します。 

 

記 

１．個人情報の内容 
   ・きらめきでの活動風景（外出行事を含む）、顔写真、動画、ご意見等 

２．使用する目的 
① 広報誌・ブログ、及び結城きらめきのＳＮＳ（インスタグラム、フェイスブック等）

への掲載によるきらめきの活動情報の発信や広報に使用させていただきます。 

② きらめきでの活動およびその際の利用者のいきいきした表情や姿を、より多くの地域

の方に知っていただき、きらめきと地域がつながっていくための一助とします。 

活動に対する地域のお声や応援メッセージを通して、利用者のやりがい、生きがい作

りに貢献してきます。 

③ 介護福祉の現場では、あくまで主人公は利用者（認知症当事者の方やご病気等が原因

でやむなく何らかのサポートを必要とされている方）です。各利用者がご自分の意思

により、様々な形で社会参加なさっている姿を知っていただくことで、生活能力を維

持・向上させるためにきらめきをご利用されていることを発信していきます。 

④ 遠方にお住まいのご家族に活動情報を配信し、日頃の様子をお伝えしていきます。 

 

３．使用する事業者の範囲、条件 
① 県民せいきょう結城きらめき（きらめきハウス、グループホーム） 

② 肖像権及び個人情報の使用については、広報に関することのみに使用します。 

③ 本承諾書の適用範囲には、広報誌、インターネット媒体（ホームページ、ブログ、フ

ェイスブックなどの各種 SNS 等）及び、外部メディア（新聞、テレビ、雑誌等）が

含まれます。 

④ 使用地域ならびに使用期間については、当事業所に一任させていただきます。 

⑤ 掲載後でもご本人やご家族の申入れで削除依頼があった場合は、すみやかに対応致し

ます。ただし、インターネット媒体の情報やテレビ等については、公衆の閲覧可能な

状態に置かれたものであるため、拡散したものに関して削除することはできません。

また、新聞・雑誌や配布済のパンフレット・広報誌についても回収することはできま

せんのでご了承ください。 
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4．各情報の掲載について、該当する欄にレ点をご記入ください。 

   

 

５．広報誌・ブログ・ＳＮＳ等における個人情報掲載に関するお問合せ 

 
     県民せいきょう結城きらめき 

      TEL：0770－21－0017 FAX：0770－21－0035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 広報誌への写真の掲載について 
 

□載せてよい □載せないで欲しい 

② ①の内容で、後ろ姿や写りが小さくて

個人が特定できない場合 
□載せてよい □載せないで欲しい 

③「誕生日おめでとう」の欄のお名前と

誕生日の記載について 
□載せてよい □載せないで欲しい 

④ ホームページ及びブログ・SNS（イン

スタグラム・フェイスブック等） 
□載せてよい □載せないで欲しい 

⑤ ④の内容で、後ろ姿や写りが小さくて

個人が特定できない場合 
□載せてよい □載せないで欲しい 

⑥ 新聞・テレビ・雑誌等の掲載について 
 

□載せてよい □載せないで欲しい 

⑦ ⑥の内容で、後ろ姿や写りが小さくて

個人が特定できない場合 
□載せてよい □載せないで欲しい 
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1 上記の本契約及び同意を証するため、本書を 2 通作成し、利用者及び事業者が署名、ま

たは記名押印の上、1 通ずつ保有するものとします。 

2 小規模多機能居宅サービスの契約締結にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

【説明日】   令和     年    月    日 

【説明者】 県民せいきょう 小規模多機能ホーム結城きらめきハウス 

（説明者職名）            氏名              印  

私（利用者及びその家族）は、「契約書」「重要事項説明書」「個人情報使用同意書」

「SNS・広報誌の掲載における個人情報使用同意書」の書面に基づき、重要な事項の説明を受

け内容を了承の上、契約いたします。 

 

【契約締結日】   令和    年    月    日 

【契約者】（自署の場合、押印不要） 

   〈事業者〉 

 

 

 

 

 

 

   （利用者）     住所                          
 

             氏名                      印   

 

   （上記代理人）   住所                          
 

             氏名                      印   

                             （ 続柄       ） 

   （立会人）     住所                          
（ 

             氏名                      印   

「個人情報使用同意書」について、内容を了承の上、同意いたします。 

         

（家族代表）    住所                          

 

             氏名                      印   

事

業

者 

所在地 福井県福井市開発 5丁目 1603 番地 
事業者名 福井県民生活協同組合 
代表者名 理事長   檜原 弘樹          
事業所所在地 福井県敦賀市結城町１３番２４号 

事業所名 
県民せいきょう 

小規模多機能ホーム結城きらめきハウス 


